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【手続補正書】
【提出日】平成20年5月19日(2008.5.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５０】
　本実施形態例では、温度制御装置３２によって反応器１２内の温度を６００℃に制御す
ることにより、ＰＣＢを含む被処理液を超臨界水処理により完全に分解して処理液のＰＣ
Ｂの残留量を３ｐｐｂ以下に抑えることができる。
　また、チタン合金層１２ｂと酸化イリジウム層１２ｃとの複合耐食層が、反応器１２の
耐食層として確実に機能する。また、仮に、反応器１２内の温度が４００℃以下に低下し
ても、酸化イリジウム層１２ｃが表層にあるので、腐食が進行するようなことは生じない
。
　中和急冷部３０は、酸化イリジウム層４７で被覆されているので、腐食が進行するよう
なことは生じない。万一、酸化イリジウム層４７が腐食しても、温度が高い通常の状態で
は、チタン管壁４６が耐食性を維持し、逆に、温度が予期せずに例えば４００℃以下に低
下した状態では、チタン管壁４６は腐食されるものの、その外側のタンタル管壁４４が耐
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食性を維持する。
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